
資料1-2

■パブリック・コメントでの意見要旨と区の考え方一覧（案）

意見
番号

頁
章

番号
意見要旨 対応 区の考え方

1 - 全体

　民生委員をしています。膨大な計画案は読み切れずパラパラと目を
通しただけですが、現場で高齢者と接していての問題点は、素晴らし
い計画を立ててもその情報が高齢者には届きにくいということです。集
合住宅が増え、訪問している方のほとんどは集合住宅住まいです。そ
こには、区の情報も地域、町会の情報も届いていません。私は、40年
以上同一の集合住宅に住み続けていますが、つい最近まで町会の高
齢者クラブの存在すら知りませんでした。集合住宅には掲示板が設置
されています。まずは掲示板を有効活用するなど、とにかく情報がい
かに届くようにするかをもっと考えていただきたいと思います。

D

　ご意見は、今後の取組の参考とします。
　令和4年度に行った「新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査」で
は、健康や福祉サービスに関する情報の入手手段について、「区の広
報誌」という回答が全体の4割強である一方、約4人に1人が「特に入
手していない」という回答でした。
　区では、地域の関係者等で構成される生活支援体制整備協議会に
おいて、情報をより多くの高齢者に届けるための情報提供方法につい
て議論をするとともに、広報新宿や区・町会掲示板の活用に加え、希
望する高齢者へ「ぬくもりだより」の個別配付や、デジタルサイネージ
を使った高齢者クラブの活動紹介など、さまざまな方法で情報提供を
行っています。今後も引き続き有効な情報提供方法について検討して
いきます。

2 - 全体

　第8期の最終計画書はフルカラーの計画書となっています。
　第9期計画書は、カラー箇所を少なくする事で個人が入手しやすい
販売価格となる事を検討下さい。見栄えより内容のある分かり易い計
画書を望みます。
　少なくとも章題だけのページのグラデーションカラーは、お止め下さ
い
　また、表題を青文字にする事や表題下の青線を黒フォント、黒線と
すると「見にくく」なり、記載内容の理解の低下となりますか。費用対効
果の面から明確に見解を教示下さい。
　同様な意見のパブコメを第8期のパブコメに記載しました。区の対応
は「ご意見として伺います。計画書は、図や写真を使うことにより、多く
の方に見やすいよう構成を工夫しております。そのため、カラー印刷と
しています。」との回答でした。
　「多くの方が見やすい」との回答に関し、以下質問回答下さい。
　第8期の最終計画書（フルカラー版）の総印刷部数、総印刷部数の
庁内配布数、関係行政機関配布数、関連団体や職域配布数、区民購
買数、令和5年年度末残数の実績を考慮され、利用者が庁内、関係
機関が多数であれば、カラー版は不要と考えますが。これら実数の概
数を回答された上で、フルカラーの必要性を教示下さい。

E

　ご意見として伺います。
　多くの方に見やすいよう構成等工夫します。
　また、第8期計画書の総印刷部数1,000部のうち、庁内配布が約150
冊、関係機関等（民生・児童委員、各種協議会委員等含む）への配付
が約530冊、区内施設での閲覧用が約60冊、各種会議での閲覧用が
約60冊、残りは委員改選時の配付用や頒布用などです。頒布実績に
ついては、令和3年度は3冊、令和4年度は1冊、令和5年度は１冊で
す。
　区民が多く含まれる関係機関への配付割合が多いことから、よりわ
かりやすく見やすいカラー印刷としています。なお、第9期計画書につ
いては、区ホームページからも閲覧できることや、頒布部数の減少を
鑑み、第8期計画書より発行部数を減らす予定です。

【対応】A 意見の趣旨を計画に反映する　／　Ｂ 意見の趣旨は、素案の方向性と同じ　／　Ｃ 意見の趣旨に沿って計画を推進する　／

             D 今後の取組の参考とする　／　Ｅ 意見として伺う 　／　Ｆ 質問に回答する　／　Ｇ その他
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資料1-2
意見
番号

頁
章

番号
意見要旨 対応 区の考え方

3 - 全体

　本書素案の印刷費が頁数200　700部で一部単価1241円と記載され
ています。他パブコメが実施されている下記計画書の印刷費は、下記
となっています。
　健康づくり行動計画　頁166　600部　942円
　第三次実行計画　　　頁215　1000部　594円
　本書の一部単価が、他計画書と比べ高価となっている様に見えます
が、見解を教示下さい。
　本書は、白黒印刷にかかわらず、割高と思われる厚手用紙にて印
刷されていますが、その事由を教示下さい「多くの方の見やすい」工
夫がその事由ですか。

F

　ご質問に回答します。
　本計画書（素案）は多くの方に見やすく、様々なご意見をいただくこと
を目的に作成しています。他計画書の印刷費は、頁数や発行部数、
委託事業者の違い等により差異があるものと考えています。
　用紙については、上質紙の方が再生紙より安価であったこと、上記
目的のもと、破れにくい点等を考慮しています。

4 - 全体

　本書の多くのページにグラフが記載され、棒グラフ中に黒字の数
値、白抜き数値が見られます。高齢者にとって非常に見にくく、数値が
読み取れません。
　「多くの方に見やすいよう構成を工夫」への配慮を是非願います。
グラフは記載されている全ページでの確認を願います。
　全体に分かりやい文章作成を願います。
　行間、フォント種類の相違が見られます。再考下さい。

E

　ご意見として伺います。
　計画書は、図や写真の使用、行間設定も含め構成等を工夫し、多く
の方が見やすいよう努めています。

5 3 1章

　本頁では西暦のみ表示です。他ページは年号（西暦）表示です。整
合をとって下さい。
　他ページでも西暦のみ表示が見られます。2040年は西暦のみ表示
ですか。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文章中では原則として西暦、和暦を併記します。

6 5 1章

　介護保険制度のあゆみについて
平成17年は改正年度、平成24年は施行年度、平成29年は改正年度、
令和3年は施行年度です。P6に記載の法律との対比する上で、施行
年度又は改正年度を統一して記載下さい。「平成26年の法改正では」
と正確に記載されています。

E

　ご意見として伺います。
　Ｐ5の「（1）介護保険制度のあゆみ」では、制度改正の契機について
記載することに主眼を置いています。関連法の改正年度及び施行年
度についてはＰ6の「（3）これまでの介護保険法等の改正のながれ」へ
記載する整理をしています。
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意見
番号

頁
章

番号
意見要旨 対応 区の考え方

7 5 1章

　「令和3年には、・・・体制整備といった指針の改正が行われていま
す。」との記載は令和3年に施行されたのではないですか。

F

　ご質問に回答します。
　「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基
本的な指針(令和三年一月二十九日)(厚生労働省告示第二十九号)」
では次のとおり定められています。

＜基本指針抜粋＞
「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項の規
定に基づき、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保する
ための基本的な指針(平成三十年厚生労働省告示第五十七号)の全
部を次のように改正し、令和三年四月一日から適用することとしたの
で、同条第四項の規定により公表す。」

　上記指針本文を踏まえ素案本文へ記載しています。

8 5 1章

　記載の年度に改正された法律内容を確認する為、平成29年では具
体的法律名が記載されている様に、下記記載年度の法律名を下記の
通り記載下さい。
　平成17年　介護保険法等の一部を改正する法律
　平成23年　介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部
を改正する法律
　平成26年　地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する
ための関係法律の整備等に関する法律

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　紙面Ｐ6の「（3）これまでの介護保険法等の改正のながれ」へ追記し
ます。

9 5 1章

　令和3年「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するた
めの基本的な指針の全部を改正する件」の告示と記載されています。
当指針は、第8期介護保険事業計画のガイドラインの役割を果たすも
のと理解します。告示とありますが、根拠法に基づくものですか、教示
下さい。

F

　ご質問に回答します。
　「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基
本的な指針(令和三年一月二十九日)(厚生労働省告示第二十九号)」
は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項の
規定に基づき定められ、同条第四項の規定により公表されるもので
す。

10 5 1章

　令和5年に同様に、第9期介護保険事業計画策定のための「介護保
険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指
針」（基本指針）が出されていると思いますが、本頁に記載されないの
でしょうか。確認します。

F

　ご質問に回答します。
　第9期介護保険事業計画に係る「介護保険事業に係る保険給付の
円滑な実施を確保するための基本的な指針の全部を改正する件」は
令和６年1月19日に告示されました。これを受けて、P5の「（1）介護保
険制度のあゆみ」へ追記します。
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意見要旨 対応 区の考え方

11 5 1章

　令和5年5月「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する
ための健康保険法等の一部を改正する法律（令和5年法律第3 1
号）」が公布されています。改正の「4．医療・介護の連携機能及び提
供体制等の基盤強化」の4③の一部は令和5年8月1日に施行されてい
ると側聞します。本書計画と関連が深いと思いますが記載されないの
でしょうか、確認します。

F

　ご質問に回答します。
　当該改正内容は、介護サービス事業者経営情報に関するデータ
ベースを厚生労働大臣が整備することとされたことを指しており、計画
への記載は考えておりません。

12 5 1章

　地域共生社会の実現に向けて
令和3年施行「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を
改正する法律」に社会福祉連携推進法人制度の創設された事も追記
下さい。厚労省の説明資料にはここまでの記載がされています。

E

　ご意見として伺います。
　令和3年施行「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部
を改正する法律」の概要は素案に記載の「地域住民の複雑化・複合
化した支援ニーズに対応する市区町村の包括的な支援体制の構築
の支援」、「地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制
の整備などの推進」、「医療・介護データ基盤の整備の推進」、「介護
人材確保及び業務効率化の取組の強化」に加え、「社会福祉連携推
進法人制度の創設」の5つです。本頁は「２．介護保険制度の変遷」に
ついての記載であることから、介護保険法の改正を伴うもののみ記載
しています。そのため、「社会福祉連携推進法人制度の創設」につい
て、掲載することは考えておりません。
　なお、本制度は、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法
人等が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法
人運営が可能となるものです。

13 6 1章

　「令和5年度に基本指針」と記されています。
基本方針と記載されていますが、意味が不明です。
　第9期介護保険事業計画策定のための「介護保険事業に係る保険
給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（基本指針）と思
います。令和5年2月27日の公表のものが、確定していないので、本頁
はポイントのみの記載ですか、確認下さい。
　最終報告書では、令和5年の基本方針について、本頁、前頁ともに、
基本方針内容をしっかり記載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　Ｐ6では「（3）これまでの介護保険法等の改正のながれ」を記載して
います。本素案策定時点（令和5年10月時点）で、次期制度改正内容
は未確定であることから基本指針案のポイントを記載し、今後の見通
しを簡潔にお示ししています。
　今後、次期制度改正に合わせて記載内容を精査していきます。

14 7 1章

　計画の策定目的に「その実現に向けた施策を体系的に整理するとと
もに、取組の方向性を明らかにすることを目的としています。」と記載
されています。
Ｐ58、59に記載と括弧書きして、参照が容易な配慮していただけませ
んか。

E

　ご意見として伺います。
　取組の方向性については、第3章第2節から第6節の施策ごとに記載
しています。
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15 7 1章

　老人福祉法第20条の8に規定される「高齢者保健福祉計画」と記載
されています。
　老人福祉法第20条の8には、老人福祉計画と記載されていますが、
確認下さい。
　介護保険事業計画と一体計画として公表するに際し「高齢者保健福
祉計画・第○期介護保険事業計画」との計画書名になると認識します
が。 A

　ご意見を踏まえて修正します。
　「老人福祉法第20条の8に規定される「老人福祉計画」」と修正しま
す。

　なお、平成12年度から平成17年度までの計画名は、「新宿区老人保
健福祉計画・介護保険事業計画」として策定されてきましたが、平成
18年度を始期とする計画策定の際、区が設置する「新宿区高齢者保
健福祉推進協議会」の意見を踏まえ、計画名を「新宿区高齢者保健
福祉計画・第3期介護保険事業計画」（平成18～20年度）としました。
　なお、平成18年度以降は計画名に変更はありません。

16 7 1章

　本計画書は、総合計画や第三次実行計画との「整合」を図って作成
すると記載されています。「整合を図る」「整合をとる」「整合させる」の
具体的な内容が、以下の内容についてであるかどうか教示下さい。あ
るいは他の内容の「整合」を図られたのか教示願います。
　P62記載の12の施策のうち第三次実行計画において、計画事業とし
の新たな選定・継続・拡充していく施策に関する企画政策課との調
整。
　本計画書の5つの基本目標の目標内容名と総合計画の基本政策Ⅰ
個別政策1、2の政策名とのネーミングの整合

F

　ご質問に回答します。
　第三次実行計画は、新宿区基本構想に掲げる”めざすまちの姿”
「『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまち」の実現に向けて、
新宿区総合計画に示した施策を具体の事業として計画的に実施して
いくために策定する行財政計画であり、区政運営の具体的指針となる
ものです。本計画は、区の高齢者保健福祉施策及び介護保険サービ
ス体制整備における基本的な考え方や目標を定め、その実現に向け
た施策を体系的に整理するとともに、取組の方向性を明らかにするこ
とを目的としています。
　そのため、新宿区基本構想に掲げた”めざすまちの姿”と整合を図り
本計画の基本理念を設定するとともに、新宿区総合計画及び第三次
実行計画における施策や事業との整合を図りつつ、本計画の目的に
合致した施策を掲載しています。

17 8 1章

　フローの図に本計画との一体的計画である「第5期健康づくり計画」
の計画期間の表示をお願いします。 A

　ご意見を踏まえて追記します。
　「第5期健康づくり行動計画」の計画期間を追記します。

18 9 1章

　国勢調査の調査年度を記載下さい。他、Ｐ12、13も修正下さい、
　直近の国勢調査が何年か記憶していません。不親切です。 A

　ご意見を踏まえて修正します。
　国勢調査の調査年度を追記します。

19 9 1章

　居住期間が記載されています。
　本計画の策定上関係しますか、教示願います。
　介護保険事業の「住所地特例」と何か関係ありますか。
　ここで記載の「区民」は、居住者だけであるので、居住期間を記載さ
れているのですか。教示下さい

F

　ご質問に回答します。
　本計画の上位計画である新宿区総合計画では「暮らしやすさ1番の
新宿」を基本政策の一つとしています。また、個別施策においても「住
み慣れた地域で暮らし続けられる地域包括ケアシステムの推進」を掲
げていることから「居住期間」と「定住意向」の現状について記載して
います。
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20 9 1章

　一般病床と療養病床の違いは、一般の方は理解困難と思いますの
で、多くの方が理解できる様に注釈下さい。 A

　ご意見を踏まえて修正します。
　一般病床、療養病床それぞれの定義について、注釈に追記します。

21 9 1章

　単独世帯の割合を、特別出帳所別に全てＰ10に記載下さい。出来な
ければ、その割合を算出するための資料を教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　特別出張所別の単独世帯（65歳以上人口に占める一人暮らし高齢
者）の割合は、令和5（2023）年2月「研究所レポート2022　No.1」（新宿
自治創造研究所）のP26図表58に記載しています。

22 11 1章

　「新宿区では、全国的に高齢者人口が増加する2040年問題の状況
がその後10年以上続くことになり、中長期的な視点の重要性はますま
す高いものとなっています。」と記載されています。
　新宿区の「人口ピラミッド」の「形」から、表記の記述内容は一般の方
が理解困難と思いますので、多くの方が理解できる様に工夫下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　「40歳以上（第２号被保険者）の人の多くは今後も新宿区に居住を続
け、区の高齢者になっていくと考えられます。若年層が多い新宿区で
は、全国的に高齢者人口が増加する2040年問題の状況がその後も
続くことになり、中長期的な視点の重要性はますます高いものとなっ
ています。」と修正します。
　また、▼男女・年齢各歳別人口（新宿区・全国）が2020年のデータで
あること、45歳の四角囲みは「2040年前後に高齢者になっていく層」を
表すことを追記します。

23 13 1章

　本頁の題名が「（2）住民基本台帳人口に基づく人口推計」となってい
ます。
　表記されている人口推計のグラフの値が全部「住民基本台帳人口
に基づく人口推計」の値であると誤解が生じますので、注記だけでな
く、グラフ上のR5～R12までは住民基本台帳人口に基づく人口推計、
R17、22はR2年国勢調査に基づく推計値と記載下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　タイトルを「（2）住民基本台帳人口等に基づく人口推計」と修正しま
す。

24 13 1章

　住民基本台帳、国勢調査に基づく人口推計を記載されていますが、
必要なのですか。介護保険事業計画策定の為、国から2通りの方法で
出す事を指導されていますか。最終的にどちらの結果を用いるのです
か、教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　新宿区では、今後10 年以内の短期的な人口の推移を見据えて事業
計画や政策を立案するため、「住民基本台帳に基づく新宿区将来人
口の見通し」と、中長期的な将来人口の見通しとして「2020年国勢調
査に基づく新宿区将来人口推計」をそれぞれ作成しています。
　なお、国の基本指針案では、2040年度の将来人口推計については
計画への記載が必須となりますが、推計手法は指定されていません。
　また、第9期介護保険事業計画においても、いずれの推計結果も用
いる予定です。
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25 14 1章

　第1号被保険者の数値は、各年10月1日の値を使用されています。Ｐ
15の要支援者の数値は9月末の数値です。何故9月末に合わせない
のでしょうか。事由を教示下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　人口移動の影響が少ない年度の中央値として、各年10月1日を基準
日としています。
　Ｐ15「（2）要支援・要介護認定者数」の基準日を各年10月1日と修正
します。

26 15 1章

　「要支援・要介護認定者1数は、平成27年から平成28年にかけて減
少しましたが、以降は令和4(2022)年まで継続的に増加。」と記載され
ています。
　現象、増加は表を見ればおのずと分かります。減少、増加の理由、
遠因、等を教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　要支援・要介護認定者数が平成27年から平成28年にかけて減少し
た理由は、介護予防・生活支援サービス事業が平成28年度から開始
したことに伴い、要支援1及び2の方が事業対象者へ移ったことが挙げ
られます。平成29年度以降は75歳以上の後期高齢者数の増加に伴
い要支援・要介護認定者数は再び増加しています。

27 15 1章

　「要介護1は18.0％から20.1％、要介護2は14.6％から16.3％、要介護
3は10.7％から12.3％へと相対的に割合が増加しています。」と記載さ
れています
　ここでの記載の「相対的」の言葉の意味は何ですか。
　要介護4は12.2％から12.7%に増加  要介護5は、10.8％から9.4％に
減少しています。要介護4、5の記載もお願いします。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　ご指摘の記載内容は、要介護度別に割合を比較した際、要支援1・2
（軽度）は下降、重度の要介護4は0.5％のわずかな上昇、要介護5は
下降しているのに対し、中度の要介護1（2.1％上昇）・2（1.6％上昇）・3
（1.6％上昇）の上昇傾向を比較して「相対的に」表現したものでした
が、分かりやすい記載となるよう変更します。
　また、ご意見を踏まえ、要介護4及び5の記載も追記します。

28 15 1章

　表の数値は各年9月末となっています。
　これは介護保険事業のサービス給付実績、見込量算定を行うため
に、年度末の数値でなく、9月末のものを使用されるのですか。
　各年9月末と年度末の要介護(要支援)認定者数の数値（令和5年新
宿区の概況Ｐ3－9）は、異なります。止むを得ないと判断の基に介護
保険料の算定を行われるのですか。

F

　ご質問に回答します。
　次期介護保険事業計画期間における介護サービス給付量の推計に
あたり、算定資料として使用する人口推計値及び要支援・要介護認定
者推計値は、人口移動の影響が少ない年度の中央値として、各年10
月1日を基準日としています。
　一方で、介護給付実績については、年度末時点の実績を基に（計画
策定年度は推計時点が年度の途中であるため、4月から9月までの上
半期の実績）推計しています。

29 16 1章

　「23区中男性は14番目、女性は9番目に長くなっています。」と記載さ
れています。「長くなっています。」の表記の再考願います。 A

　ご意見を踏まえて修正します。
「23区中男性は14番目、女性は9番目に長くなっています。」を「23区
中男性は14位、女性は9位です。」と修正します。
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30 17 1章

　「高齢者の保健と福祉に関する調査」と記されています。
　一般の方は本調査を知りませんので、本調査が、「新宿区高齢者保
健福祉計画・第9期介護保険事業計画(令和6年度～令和8年度)」の
策定にあたり、区民の健康や日ごろの生活状態、介護保険サービス
の利用状況や利用意向、及びケアマネジャー・介護保険サービス事
業所等の実態を把握し、計画策定のための基礎資料とするために行
われている調査であり、以下の調査から構成されている旨を本文に記
載下さい。
　1．一般高齢者+介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
　2．要支援・要介護認定者調査
　3．第2号被保険者調査
　4．ケアマネジャー調査
　5．介護保険サービス事業所調査
　6．在宅介護実態調査

E

　ご意見として伺います。
　素案時点で掲載はありませんが、計画書では資料編として、巻末に
「新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査」の概要について掲載して
います。
　なお、本調査は計画策定のための基礎資料としており、新宿区の高
齢者等の現状を示すものとして調査結果の内容を第1章に記載してい
ます。

31 17-35 1章

　P17～35の調査結果の内容の記載は、必要ですか。別途報告書が
作成されています。本調査の結果内容は、「新宿区高齢者保健福祉
計画・第9期介護保険事業計画」の策定に当たって、本計画策定者や
協議会委員の方に必要な資料かもしれませんが、一般の方には必要
でしょうか。別途報告書がありますので、不要と思います。
　上記内容の各種調査を本計画策定の為行っており詳細は、別途報
告書を参照あるいは、P17～35部分を資料編として巻末に記載するな
どの方策を検討下さい。

E

　ご意見として伺います。
　本調査は計画策定のための基礎資料としており、新宿区の高齢者
等の現状を示すものとして調査結果の内容を第1章に記載していま
す。
　なお、素案時点で掲載はありませんが、資料編として、巻末に「新宿
区高齢者の保健と福祉に関する調査」の概要について掲載していま
す。

32 36-43 1章

　「新宿区高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画(平成3年度
～令和5年度)」と記載されています。令和3年度の間違いですか。 G

　ご意見を踏まえて修正します。
　「新宿区高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画(令和3年度
～令和5年度)」と修正します。

33 36-43 1章

　第8報告書Ｐ50の政策体系が記載されていないと、Ｐ36～43は理解
が困難です。第8報告書Ｐ50の政策体系に相当する表をＰ36冒頭に記
載下さい。 E

　ご意見として伺います。
　本節では第8期計画における12の施策の振り返りに重点を置いてお
り、施策名および重点施策についても記載しているため、体系図を掲
載することは考えていません。

34 36-43 1章

　第8期報告書のＰ52に記載の指標の目標値と平成3年から令和4年
の実績値をＰ43の次のページに一覧表として是非記載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画期間（令和3年度～
令和5年度）における各指標の実績値については、令和6年度に高齢
者保健福祉推進協議会で報告の上、ホームページに掲載予定です。
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35 36-43 1章

　第9期計画書を策定する計画論として、第8期の取り組み、成果、課
題の認識はしないといけない道かもしれませんが、記載内容が冗長
すぎて、読む意欲が減退します。協議会委員の方への説明、報告書
となっています。
　多くの方が読みやすいような構成、プレゼン、表記（行間）の再考を
願います。本頁をカラー化されても必ずしも「多くの方が読みやすいよ
う」にならないと思います。

E

　ご意見として伺います。
　計画書は、図や写真の使用、行間設定も含め構成等を工夫し、多く
の方が見やすいよう努めています。

36 46 2章

　記載内容以前に「行間」が気になります。P36～43の行間設定ととも
に再考下さい。
　フローの丸描画、意図は理解しますが、再考下さい。
　基本理念の青着色の白抜きフォント、高齢者にとって見にくいです。

E

　ご意見として伺います。
　計画書は、行間設定を含め構成等工夫し、多くの方が見やすいよう
努めています。

37 48 2章

　記載の基本目標が、第8期の基本目標と同一である事を冒頭に記し
て下さい。 E

　ご意見として伺います。
　基本目標の内容が全く同一ではないため、冒頭に記すことは考えて
いません。

38 49-57 2章

　第2章計画の基本的考え方の章の中に新宿区における第2節地域
包括ケアシステムについて
　1．日常生活圏域と高齢者総合相談センターの設置
　2．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果から見受けられる地域
の状況
　3．地域支援事業の現状
の記載があるのに違和感があります。この内容は、介護保険制度の
中の「地域包括ケアシステムについての状況」として第1章に記載すべ
き内容と思います。
　当目次構成になったのは、第6期からであり第8期までこの目次構成
となっています。第2章計画の基本的考え方の章の中に新宿区におけ
る第2節地域包括ケアシステムについての状況説明があるのは、おか
しいので目次構成の再検討を是非願います。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　第2章第2節では、新宿区における「地域包括ケア」の実現のため
に、必要なサービスを身近な地域で受けられる体制の整備を進める
単位として日常生活圏域を設定し、高齢者総合相談センターを10か所
に設置している旨を記載しています。第2章第1節に記載している基本
的理念や基本目標等を踏まえて本計画を推進していくにあたって欠
かせない考え方であるため、第2章に記載しています。
　なお、地域支援事業については平成18（2006）年度に介護保険制度
内に新設されたため、素案P56・57の「5．新宿区の地域支援事業」に
ついては、第1章第1節「2．介護保険制度の変遷」でトピックスとして記
載します。

39 56-57 2章

　厚生労働省のHP「地域支援事業」や区の「高齢者くらしのおたすけ
ガイド」に記載されている様に、介護予防・日常生活支援総合事業の
中の細かな事業の記載願います。記載の表をＰ68の様に細かく記載
下さい。

E

　ご意見として伺います。
　素案P56・57の「5．新宿区の地域支援事業」の概要は、第1章第1節
「2．介護保険制度の変遷」でトピックスとして記載します。介護予防・
日常生活支援総合事業はP68のほか、3章以降にも詳細を記載してい
ます。
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40 56-57 2章

　短期集中予防サービスは、有効と側聞します。何事業で実施されて
いますか。　区で行われていますか。

F

　ご質問に回答します。
　通所型短期集中サービスは、デイサービスセンター等で専門職が生
活機能の維持向上のための支援（個別プログラムに応じたリハビリ
テーション）を原則として3か月行うものです。区では、要支援1・2認定
者及び事業対象者（基本チェックリスト対象者）を対象とした介護予
防・生活支援サービス事業における通所型サービス事業の1つとし
て、通所型短期集中サービス事業を実施しています。

41 58 2章

　「第3節 今後の方向性」の表題で今後の方向性が当該章内で記載さ
れています。
　「今後の方向性」の記載は、高齢者の保健と福祉の状況、介護事業
の状況を踏まえまとめとして記載されるべきものと思いますので、第2
章の第1節に記載し、第2節に基本理念、基本目標の構成とすべきと
思います。再考下さい。
　なお、第8期計画書では　第2節　新宿区における地域包括ケアシス
テムについての中で「4．今後の方向性」が記載されています。
　本計画書も地域包括ケアシステムについての中における今後の方
向性が記載されているのでないか、懸念します。確認下さい。

E

　ご意見として伺います。
　第1章第4節新宿区における高齢者等の状況、第2章第2節日常生活
圏域別の状況等を踏まえ、3つの課題、重点的に取り組む施策をP58
～59に示しています。そのため、本計画では、第2章に新たな第3節を
設け、第9期における今後の方向性としてまとめています。

42 62-159 3章

　「（4）施策を支える事業」と各施策の表題となっています。
　（4）施策〇を支える事業と施策番号を記載し、参照が容易となる配
慮を願います。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　参照が容易となるように「（4）施策１を支える事業」のように施策番号
を追記します。

43 62-159 3章

　施策を支える事業が個別に記載されており、参照が不便です。巻末
に施策事業をまとめて記載願います。 E

　ご意見として伺います。
　素案時点で掲載はありませんが、計画書では資料編として、巻末に
「施策別事業一覧」として掲載しています。

44 62-159 3章

　施策の表の「青着色」却って読みづらいです。担当課の線も余分に
読みづらくしています。エクセル表の様に、1行おきの着色は不要で
す。

E

　ご意見として伺います。
　計画書に掲載の表については構成を工夫し、多くの方が見やすいよ
う努めています。
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45 65-79 3章

　施策1及び施策1を支える事業に関して、下記教示下さい。
　施策1は第三次実行計画の基本施策1個別施策1計画事業の21、2
に該当するという事で良いか。
　第三次実行計画の基本施策1個別施策1計画事業の21、2を支える
経常事業数と本計画書P73～77に記載の施策1を支える事業数は同
一ですか。
　P73～77に施策1を支える事業が掲載され、実行計画期間はその事
業の予算が計画的に担保されると思いますが、その他の事業はR5年
での予算事業と思います。本計画書の計画期間中予算化される事業
かどうか確認します。
　P73～77に多くの事業が記載されています。当事業は、R5年予算書
に記載の「細々目」の事業名を使用されているか、教示下さい。
　第三次実行計画における計画事業を支える「経常事業」と本書記載
の施策1を支える事業との違いを教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　第三次実行計画は、計画期間である令和6年度から令和9年度まで
の4年間で計画的に取り組んでいく事業を掲載しており、計画の策定
目的や計画期間も異なることから、本計画の施策を支える事業と必ず
しも一致するものではありません。P73～77の「施策を支える事業」に
は、第三次実行計画の計画事業のほか経常的な事業も含めて掲載し
ています。
　本計画に掲載している事業は、現時点で実施を見込んでいるもので
あり、今後、社会経済情勢等を踏まえ予算化されるものと考えていま
す。
　なお、本計画に掲載している事業名は、予算書に記載の「細々目」
の事業のほか、関連する複数の予算事業をまとめたもの、一つの事
業名を施策体系別に分割したものなどがあります。

46 75 3章

　施策1　健康づくりと介護予防・フレイル予防の推進による健康寿命
の延伸
　p.75　　「ふれあい入浴証」の健康増進と世代を超えた交流・ふれあ
いの意義に着目し「ふれあい入浴証」の利用回数を月4回から増やす
こと。

E

　ご意見として伺います。
　ふれあい入浴は、公衆浴場を健康増進及びふれあいの場として提
供することを目的としており、利用率も一定程度にとどまっていること
から年間の利用回数を増やすことは考えていません。

47 76 3章

　ウォーキングの推進は賛成です。新宿御苑や神宮外苑、中央公園
などでポールウォーキングの教室やイベントを開催していただけると
嬉しいです。独りで行うには、はずかしさもあり長続きしません。定期
的に皆でやったら習慣にもなり、普及にも効果的だと思います。

D

　ご意見は、今後の取組の参考とします。
　区もポールを使用したウォーキングの効果には注目しており、ウォー
キングイベント「しんじゅくシティウォーク」においてノルディックウォーク
の体験ブースを出展いただいているほか、ウォーキング教室などでも
ポールの使用は自由としています。また、地域でポールを使用した
ウォーキングを広める活動をしている団体があることも把握していま
す。
　歩行が困難な方でも参加しやすいウォーキングの教室やイベントの
あり方について今後も研究していきます。
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48 - 3章

　健康長寿年齢を延ばすことで、介護保険事業もより良い方向へ進む
と思われるので、早期シニア世代からの働きかけを拡充していくことが
肝要かと感じられ、現在、健康づくり事業で取り組んでいる、60歳～の
内容を、55歳～に逆進させたら良いと思う。
　地域交流館やささえあい館で、60～としているものは、若年齢化して
欲しい。特に、女性・主婦などをターゲットに、日頃、家にこもっていな
いで活動出来るような環境を提供すべき。 E

　ご意見として伺います。
　区では、健康な高齢期を迎えるためには、各ライフステージに合わ
せた健康づくりが必要であり、特にシニア世代になる前の40～50代で
の対策は重要であると認識しています。要介護になった原因について
分析すると、生活習慣病によるものも多くあるため、幅広い世代に気
軽に健康づくりに取り組んでいただけるよう、ウォーキングの推進をは
じめとした事業を実施していきます。
　また、50歳以上の方やシニア世代の方等を対象とした健康及び福
祉の増進に向けた活動を行う団体等が利用できるシニア活動館で
は、区のホームページや各館に掲載している館のたよりでご案内して
いる通り、様々な体操や講座等を行っていますので、是非ご参加くだ
さい。

49 80-83 3章

　施策2　いきがいのあるくらしへの支援
　p.80～83シニア活動館と地域交流館について、2026年度末目標が
記されていない。
　高齢者の生きがいづくりや地域交流、介護予防などを支援する「地
域支えあい活動」のための拠点として整備、維持管理すること。
　地域交流館などのお風呂は存続すること。 E

　ご意見として伺います。
　シニア活動館と地域交流館については、計画期間内に館数の変更
がないため目標は記載していませんが、高齢者の社会参加と生きが
いづくりの拠点として運営していきます。
　地域交流館等の高齢者活動・交流施設は、「新宿区公共施設等総
合管理計画」で、「施設の大規模な改修・建替えの際、民間による
サービス供給の状況を勘案しながら統廃合を検討する」との方針が示
されています。地域交流館等のお風呂については、施設の老朽化に
伴い、大規模改修、建替えの際には廃止することとなります。

50 80-84 3章

　施策2及び施策2を支える事業に関して、下記教示下さい。
　本計画独自の施策であるので、P83、84に記載の事業は、第三次実
行計画に記載の経常事業でなければ、計画期間において必ず担保さ
れるかどうか疑問です。教示下さい、
　当施策2も重要と思います。企画政策課との調整、整合が図られな
かったから計画事業にならなかったのですか。教示下さい。 F

　ご質問に回答します。
　第三次実行計画は、計画期間である令和6年度から令和9年度まで
の4年間で計画的に取り組んでいく事業を掲載しており、計画の策定
目的や計画期間も異なることから、本計画の施策を支える事業と必ず
しも一致するものではありません。P83～84の「施策を支える事業」に
は、第三次実行計画の計画事業のほか経常的な事業も含めて掲載し
ています。
　本計画に掲載している事業は、現時点で実施を見込んでいるもので
あり、今後、社会経済情勢等を踏まえ予算化されるものと考えていま
す。
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51 83 3章

　地域交流館ごとに対応の差が激しいことは否めません。下落合は、
ゴーヤを育てたり職員が明るくお出迎えしたり、館周辺の除草をした
り。とても向上心のある館でした。北新宿第二は、いやな顔を露骨に
向け、来てくれるなオーラ満載です。ゴーヤを育てるでもなく、1人以外
は異動も多く、企業としてのあり方に疑問を生じます。本社へ報告をし
ているのでしょうか。区へ報告しているのでしょうか。
　「心ある所に行動が伴う」、高齢者が今後激増します。いかに健康を
維持していくかが問われる運営の時に、職員としての行動、規範を講
習等行わない企業を指定管理者に選定しないよう希望いたします。

E

　ご意見として伺います。
　指定管理者の選定は、選定の基準に基づき、当該施設の管理を行
わせるに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として
選定することにより行っています。

52 85-86 3章

　老後の生活資金が心配な低所得者も多いと思われる中、シルバー
人材センターへの登録料が2、000円するとかしないとか？！そんな情
報を耳にして、驚いた。そんなお金を取るなんて、もってのほか！区独
自で登録は無料で行えるようにし、登録祝金とか、最初に働いた人に
はプラスで2、000円を支給こそすべき。ボランティアも、無償で人を使
うようなことをしないで、有償ボラをもっと増やして、区が交付金を出し
た方が良い。それが必ずや、生き甲斐にも繋がることだろう。

E

　ご意見として伺います。
　シルバー人材センターは、高齢者の生活感の充実及び福祉の増進
を図ると共に、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄
与することを目的としています。
　会費については、案内チラシの発行による就業先の紹介などの会
員への情報提供や、就業に関する研修の実施、法人の運営などの必
要経費であり、当会費の額は会員で構成される総会で定めています。
　ボランティアについては、地域社会の一員としてご協力いただける方
にお願いをしていますので、有償とすることは考えていません。
　区ではこれまでも運営費の補助等をしており、今後もシルバー人材
センターへの支援体制を継続していきます。

53 104 3章

　施策5　介護者への支援
　p.104　「介護者リフレッシュ支援事業」は、利用者が増加している
が、単価が安いため人材不足の事業者が引き受けられないという実
情がある。
　単価を引き上げるとともに、利用時間、時間帯を拡充し、目標値を定
めること。

E

　ご意見として伺います。
　需要と供給のバランスもあり、事業所が受託できる業務量には限度
もあることから、現行の年間利用上限である24時間を引き上げること
は考えていませんが、区はこれまでも、利用者やケアマネジャーなど、
現場の声を大切にしながら、介護保険外サービスの見直しを行ってき
ました。
　介護者リフレッシュ支援事業については、平成30年度に利用時間帯
を拡大し、午前8時から午後6時まで利用できるようにしたところです。
また、単価の引き上げについては、国の介護保険報酬引き上げの動
向を見据えて検討していきます。
　今後も、高齢者の地域での生活を支援し、介護者の負担を軽減する
ために、事業を着実に実施していきます。
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54 112 3章

　施策6　認知症高齢者への支援体制の充実
　p.112　今後の取り組みの方向性として、認知症高齢者の早期発見・
早期診断につなげるため、65歳以上を対象に無料診断制度を創設す
ること。

E

　ご意見として伺います。
　区では、「認知症・もの忘れ相談」を区内3か所で年24回行っており、
認知症サポート医等による認知機能の検査を無料で実施していま
す。検査の結果、認知症の疑いのある方には、専門医療機関への紹
介状を発行しています。認知症の早期発見・早期治療につなげる診
断体制の整備については、他自治体の取り組みを参考にしながら、相
談事業の実施場所の拡充を含め、関係機関と検討していきます。

55 120.122 3章

　施策7　高齢者総合相談センターの機能の充実
　p.120、p.122「課題」として「ヤングケアラーを含めた介護者等の世帯
への支援」をあげていることが評価できる。
　今後の取り組みの方向性として、「ヤングケアラー等の重層的な支
援ニーズに対応するための関係機関との連携強化」を具体化するた
めに、福祉部としての実態調査、健康部や教育委員会等との連携に
よる担当部署、総合窓口を設置する計画とすること。

E

　ご意見として伺います。
　ヤングケアラーについては、「高齢者の保健と福祉に関する調査」等
で引き続き実態を調査していきます。なお、高齢者保健福祉計画の中
でヤングケアラーの総合相談窓口を位置付けることは考えていませ
んが、ヤングケアラーを含めた家族の介護の悩みなども気軽に相談
できる場として高齢者総合相談センターを多世代に周知し、ヤングケ
アラーの支援に繋げるよう関係機関とのネットワーク強化に努めてい
きます。

56 128-138 3章

　1．行き届いた介護を実現するために、憲法25条に基づき、国の社
会保障的義務を果たすことを基本とし、区民1人1人が健康で文化的
な暮らしを営むことを保障する福祉計画を進めることが肝要である。
　2 ．介護従事者の処遇が専門性をもっているにもかかわらず、低賃
金、過酷な労働条件などが深刻な人手不足を招いている。国が労働
に見合った労働報酬を財政的しくみをつくる。
　3 ．施行23年を迎えた現在も、わからない、利用できないという苦情
があとをたたない。自立のための支援、当然の権利として周知するこ
と。

E

　ご意見として伺います。
　1．新宿区高齢者保健福祉計画の根拠規定である、老人福祉法及
び介護保険法の趣旨に沿って計画を策定し、進行管理していきます。
　2．介護従事者の処遇改善については、区では全国市長会を通じ
て、介護事業者が介護人材の確保・育成・定着を図り、事業運営を安
定的に行うことができる介護報酬とするなど、介護人材の処遇改善等
の継続的な施策を実施するよう要望しています。
　3．区では介護保険制度の趣旨普及を図るため、介護保険べんり帳
の作成・配布の外、「医療・介護・通いの場情報検索サイト（さがせー
る新宿）」により、事業者情報を提供しています。第9期介護保険事業
計画においても引き続き周知を行っていきます。
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57 128-138 3章

　高齢者の在宅生活を支える基本である介護ヘルパーの充実を図る
ための施策を！！
　世の中の人の為になる仕事と介護職に入ってこられる方がすぐにや
めてしまいます。自分の労力に見合う賃金がほしい（低賃金すぎる・・）
という理由がほとんどです。そこで、以下を提案します。

　1．介護ヘルパーさんの家賃補助を訪問系にも広げてください。期限
を決めずにお願いします。（介護報酬は新人でもベテランでもほとんど
変わらないからです。）東京都頼みにしないで、区独自でもお願いしま
す。新宿は家賃が高いので有効です。

　2．江戸川区の介護職定着奨励金のような定着を図るための制度を
区独自につくって、若い人を呼び込む工夫は早急にお願いします。こ
れからは、早い者勝ちと思います。

E

　ご意見として伺います。
　1．区では、区内地域密着型サービス事業所を対象に、介護職員の
宿舎借り上げを支援することで、働きやすい職場環境を実現し、介護
人材の確保定着を図るとともに民間福祉施設による福祉避難所の拡
充を進めることを目的として「新宿区介護従事職員宿舎借り上げ支援
事業」を実施しており、家賃補助を行う考えはありません。
　また、訪問介護等のサービスに従事する介護職員を対象とした同事
業に、東京都の「東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業」があること
から、補助対象の拡充は考えていません。

　2．区では介護人材確保施策として、新宿区介護従事職員宿舎借り
上げ支援事業の外、介護保険サービス事業所向け研修（新宿ケアカ
レッジ）や入門的研修事業、介護福祉士資格取得等費用助成事業に
より、介護サービスの質の向上を通じた人材確保を支援しています。
介護職員の在職期間に着目した奨励金は考えていません。

58 128-138 3章

　自分が必要となった時に介護を受けられ、誇りをもって最期を迎えら
れるために、介護保険制度が頼れるものであってほしいと思います。
そのためには、介護に従事する人が充分な報酬を得て、仕事に誇りを
持ち、その質を向上させることができる待遇を保障すべきと思います。
そして同性介護をお願いしたいと思います。賃金に関する分について
は、補助金を充てるとかして、保険料や利用料が上がることは避けて
もらいたいです。費用のために介護を受けるのを控えなければならな
いとすれば、尊厳を持って最期を迎えることはできないと思います。国
や都に要求することを含めて、安心して介護を受けられるようお願い
いたします。

E

　ご意見として伺います。
　介護従事者の処遇改善について、区では全国市長会を通じて、介
護事業者が介護人材の確保・育成・定着を図り、事業運営を安定的に
行うことができる介護報酬とするなど、介護人材の処遇改善等の継続
的な施策を実施するよう要望しています。
　また、同性介護について、各事業所において介護サービスを提供す
る際、利用者本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえた
サービス提供の体制が確保されるよう努めるべきものと認識していま
す。
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59 134.136 3章

　施策8　介護保険サービスの提供と基盤整備
　p.134「課題」として、「研修体制が整っていない」「介護分野の担い手
の人材確保が喫緊の課題」とされている。
　P.136の特別養護老人ホームの整備、ショートステイの整備の目標
を大幅に引き上げ、定めること。

E

　ご意見として伺います。
　p.134に記載する「課題」である、「研修体制が整っていない」「介護分
野の担い手の人材確保が喫緊の課題」に対し、引き続き事業所向け
研修「新宿ケアカレッジ」を実施し、介護の専門職としてのスキルアッ
プや感染症に対する理解や知見を有した上で業務にあたる人材の育
成、良好な事業所運営への支援を図っていきます。
　また、介護従事職員の働きやすい職場環境を実現するため、介護
従事職員の宿舎借り上げを支援するとともに介護の仕事に興味を持
つ方に向けて入門的研修事業を実施していきます。
　特別養護老人ホーム及びショートステイの整備目標については、、
第9期での整備予定はありませんが、今後、旧都立市ヶ谷商業高等学
校跡地を活用した特別養護老人ホーム及び併設ショートステイの整
備を予定しています。

60 137 3章

　P.137　介護人材の確保・育成の各支援事業の令和8年度目標を定
め、「介護従事職員宿舎借り上げ支援事業」の拡充、改善を国や都に
求め、新宿区としても独自の家賃補助等の制度を実施すること。

E

　ご意見として伺います。
　P.137　介護人材の確保・育成の各支援事業について、事業の性質
上、数値目標がなじまないものとして―（ハイフン）で表記しています。
　また、新宿区では介護従事職員の働きやすい職場環境を実現する
ため、区内に所在する民間の地域密着型サービス事業所に対して、
介護従事職員の宿舎借り上げを支援し、住宅費負担を軽減していま
す。
　この外、東京都に対し、特別区の介護保険課長会等の機会を活用
し、補助基準額の拡大を要望しています。
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61 141 3章

　施策9　自立生活への支援（介護保険外サービス）
　p.141　高齢者おむつ費用助成は要支援者など他の必要とする高齢
者にも対象を広げ、おしりふきや、とろみ剤など他の介護用品も選べ
るような介護用品支援制度をつくること。

E

　ご意見として伺います。
　区では、高齢者の方が住み慣れた地域で自分らしく生活できるよう
支援するため、介護保険サービスに加え、高齢者の多様なニーズに
対応する様々な介護保険外サービスを、区独自に実施しています。そ
の1つとして、おむつ費用の助成を行っているところです。
　これまでも、適宜、事業内容の見直しを図ってきたところですが、対
象拡大等につきましては、介護保険外サービスの利用状況や他自治
体の動向も踏まえ、検討していきます。
　また、介護を要する高齢者の状況は、それぞれ異なり、一人ひとりに
合った介護用品を選択することが大切です。多種多様な介護用品が
ある中で、現時点では、とろみ材など個別の介護用品に対する助成を
介護保険外サービスに追加することは考えていません。

62 141 3章

　補聴器の支給について、聴力検査を健康診査の項目に加え、高齢
者総合相談センターや地域センターなど身近な場で聴力チェックをし
て専門医につなげる体制づくりを行うこと。補聴器支給は対象を両耳
に拡充すること。補聴器購入助成制度を創設すること。

E

　ご意見として伺います。
　高齢者総合相談センター等で簡易検査を行うことは考えていません
が、高齢者総合相談センターでは、日頃から高齢者の様々な相談に
応じており、聞こえの問題がある方については、補聴器支給事業をご
案内するとともに、耳鼻科への受診を勧奨するなど、必要な助言を
行っています。
　区の補聴器支給事業は、入札で選定した事業者と年間契約を締結
することにより、一般価格と比較して安価に調達しており、利用者負担
額も低額となっています。また、支給申請者の7割弱が補聴器を初め
て使用する方であることから、必要十分な機能を持つ適切な補聴器を
現物支給することは、効果的で一定の役割を持つものと考えていま
す。購入費助成制度については、他自治体の取り組みを参考に、制
度へのニーズや区民の方にとって望ましい方式を研究していきます。
　また、両耳装用の効果については、個人の聴力の状況によって、そ
れぞれ異なるものと認識しています。区の補聴器支給にあたっては、
利用者があらかじめ耳鼻科で聴力検査を受け、受診結果についての
医師の報告書を添えて、申請することとなっています。医師の報告書
には、補聴器の必要性の有無とともに、左右どちらの耳に装用するこ
とが効果的かの記載をお願いしており、支給時には医師の意見に基
づいて、適切に、左右どちらかの補聴器をお渡ししているため、両耳
装用を前提とした支給は考えていません。
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63 141 3章

　通所介護等食費助成事業について、物価高騰にかんがみ助成額を
増額することと、区外通所事業所に通う区民にも助成することを含め
計画化し、令和8年度目標を定めること。

E

　ご意見として伺います。
　本事業については、サービス利用者の利便性を高めるため、区独自
の事業として区内事業所に協力を求め、実施しているところです。
　そのため、区外事業所まで対象を広げることは考えていませんが、
ケアマネジャーや高齢者総合相談センター職員に対し、引き続き事業
の趣旨を踏まえて利用者への相談支援にあたるよう、周知していきま
す。
　なお、区ではすでに住民税非課税世帯を対象に物価高騰対策を実
施しており、助成額の増額は行いません。

64 141 3章

　区独自に外出支援、入院中の支援をするサービスを導入すること。

E

　 ご意見として伺います。
　 区では、一人暮しの認知症高齢者にヘルパーを派遣し、地域での
生活を支援する「一人暮し認知症高齢者への生活支援サービス」を実
施しています。また、日常的に介護を行う区民を支援するため、認知
症または要介護の高齢者にヘルパーを派遣する「介護者リフレッシュ
支援事業」を実施しています。
　 いずれのサービスも、調理・洗濯・買い物等の家事援助や、通院介
助・散歩の付き添い・食事介助・排泄介助等の身体介護、見守りや話
し相手にも対応しています。入院中にヘルパーを派遣することは考え
ていませんが、今後も、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続
けられるよう支援していきます。

65 160 3章

　施策11　高齢者の権利擁護の推進
　p.160　悪質商法被害防止ネットワークについて、被害件数、相談件
数等実績を明らかにすること。
　ネットワークの正式メンバーに危機管理課も加え連携を強め、令和8
年度目標を定めること。

E

　ご意見として伺います。
　悪質商法被害防止ネットワークでは、注意喚起情報や被害事例等
の情報の共有を行うとともに、消費生活センターに通報のあった件数
等の実績を報告しています。今後は新宿消費生活センターに寄せら
れた相談件数の実績等も合わせてネットワークで報告するなど、一層
の情報共有を図ってまいります。
　年1回開催しているネットワーク連絡会には危機管理課と区内4警察
署にも参加いただいており、これからも連携を深めるとともに、ネット
ワーク参加事業者数の増に努めていきます。
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66 162-169 3章

　股関節手術後、膝の痛みもあり歩行困難者です。居住地区はどこへ
行くにも坂ばかりで外出がついおっくうになってしまいます。何とか交
通手段が確保できないものかと思います。1日数回でもコミュニティバ
ス等で区役所、地域センター、保健センター、文化センター、シニア館
などの公共施設へ行けると大変助かります。それが高齢者の引きこも
り防止に役立つと考えます。 D

　ご意見は、今後の取組の参考とします。
　区では、コミュニティバスを運行する考えはありませんが、坂道・階
段が多くあり、移動する際に負担が大きい地域において、特に高齢
者・子育て世帯・障害者の方が移動する際の負担軽減や、利便性の
向上を図るため、新たな地域交通導入の検討を進めています。
　新たな地域交通導入の検討は、令和5年度に、地域公共交通会議
分科会を設置し、区内の交通事業者等の関係者とともに行っているほ
か、地域住民の方々の意見、ニーズを把握しながら進めていきます。

67 165 3章

　施策12　安全で暮らしやすいまちづくりと住まいへの支援
　p.165　住まいの確保と各種支援の今後の取り組みとして、新宿区居
住支援協議会において住宅供給促進計画を策定し、構成団体ととも
に、高齢者、障害者、外国人などの当事者をメンバーに加え、入居促
進の支援策を計画に盛り込むこと。

E

　ご意見として伺います。
　居住支援協議会では、東京都の作成した供給促進計画を踏まえた
協議を行うため、区の供給促進計画を策定する予定はありません。
　居住支援協議会の構成は区、不動産関係団体、居住支援団体で高
齢者や障害者、外国人にかかわる区の部門、団体等とし、当事者を
加えることは予定していません。
　区はこれまで、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するため、居
住支援協議会において高齢者等が必要とする支援のあり方などにつ
いて検討を重ねてきました。各構成団体が実施している事業をまとめ
た居住支援サービスガイドを作成したほか、家賃等債務保証料助成
等の利用を促進するための方策やセーフティネット登録住宅の確保
策について検討を行ってきました。引き続き、本協議会を通じて各構
成団体間での情報共有や連携を推進し、支援策の充実化を図ってい
きます。

68 168 3章

　p.168　住み替え居住継続支援について、対象者に公営住宅入居基
準以下の低所得者、愛の手帳4度の所持者等へ拡充し、令和8年度目
標を定めること。

E

　ご意見として伺います。
　住み替え居住継続支援制度は、民間賃貸住宅の取壊し、売却及び
支援対象者以外の者の失火による火災等による滅失等により賃借人
が余儀なく立退きを求められ転居する場合に、転居に係る費用を支援
することにより円滑な転居及び居住の安定を図ることを目的とする事
業です。本事業については、事業の趣旨等を踏まえ、現行の対象に
限定しており、対象者の拡大は考えていません。

69 172- 4章

　国のスケジュールの関係で、記載内容が「歯抜け」なのは理解しま
す。タイトなスケジュールの中、間違いのない諸数値の算出願いま
す。

E

　ご意見として伺います。
　国の計画策定スケジュール及び各実績を踏まえ算出しました。
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70 172- 4章

　介護保険料7200円程度となる事、断定できますか。また、段階区分
の変更ありますか。

F

　ご質問に回答します。
　素案時点でお示しした介護保険料基準額（月額）7,200円程度は、推
計時点で把握している各実績値や推計値に基づき算出したもので
す。
　なお、保険料段階は16段階から18段階へ変更します。

71 182 4章

　第4章　介護保険事業の推進（第9期介護保険事業計画）について
　p.182　特別養護老人ホームの整備について、整備目標を大幅に引
き上げ、未利用の公有地等を活用して基盤整備を進め、9期目標を定
めること。計画の中に、低所得者が入居できる多床室の増設、ユニッ
ト型の利用者への経済的支援等を位置づけること。

E

　ご意見として伺います。
 第9期介護保険事業計画期間（令和6年～8年）における特別養護老
人ホームの整備予定はありませんが、引き続き公有地を活用した民
設民営による整備について調査・検討していきます。
　なお、今後、旧市ヶ谷商業高等学校跡地を活用した整備を予定して
います。
　特別養護老人ホームの居室タイプについては、特別養護老人ホー
ムを整備する際に状況やニーズを踏まえて検討することとしていま
す。
　また、ユニット型特別養護老人ホーム利用者へは、社会福祉法人に
よる利用者負担軽減において、生活保護受給者に対し居住費に係る
利用者負担額の全額が軽減されており、新たな支援は考えていませ
ん。

72 190 4章

　p.190　第9期の介護保険料基準額の算定にあたり、
　一般財源を活用し保険料を引き下げるとともに、区としての個別減
額制度を創設すること。

E

　ご意見として伺います。
　介護保険料については、高齢化の進展による介護サービス量の増
加に伴い、総給付費の増加が避けられない中で、区では保険料段階
を16段階に設定し、負担能力に応じたきめ細かい段階を設定していま
す。また、公費（国1/2・都1/4・区1/4）を投入した低所得者への保険
料軽減を実施しており、第9期介護保険事業計画においても引き続き
実施予定であることから、区として個別減額制度を創設することは考
えていません。
　利用料については、国の制度に基づき負担軽減事業を実施してお
り、区独自の制度については考えていません。
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